
 

   相模原青色申告会からのお知らせ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１２月発行 

決算申告指導会・消費税申告指導会 開催のお知らせ 

● 開 催 日 程 ／ 時 間 

【決算申告指導会】 

日程：令和８年１月１６日（金）～３月１６日（月）午前１１時まで 

（第２・４・５土曜／日曜・祝日除く） 

時間：午前９時・１０時・１１時・午後１時・２時・３時から約５０分 
 

【消費税申告指導会】 

日程：令和８年３月１７日（火）～３月３０日（月） 

（第２・４・５土曜／日曜・祝日除く） 

時間：午前９時・１０時・１１時・午後１時・２時・３時から約５０分 

簡易課税の方は指導時間が約２５分となるため、午前９時３０分・１０時３０分・ 

午後１時３０分・２時３０分・３時３０分の時間帯をご案内する場合がございます 
 

● 予 約 方 法 

同封の別紙ピンクのパンフレットを参照願います 

※確定申告書等の提出のみの方（１月１６日（金）より）は予約の必要はありません 

ただし相談や訂正事項があった場合は、改めて予約が必要になる場合があります 
 

● 会 場 

青色会館（中央区中央３－１１－５ ３階） 

⇒バリアフリー対応の会場をご希望の方はお申し出ください（所得税のみ） 
 

● 持 ち 物 

裏面参照 
 

● お ね が い 

 青色申告会の駐車場は混雑が予想されます。お越しの際は公共交通機関のご利用を

お願い申し上げます。（当会周辺の駐車場は有料です） 

 令和７年中に株式等の譲渡・配当や土地・建物等の譲渡などの申告が必要な方は、

青色申告会で決算書を作成の後、税務署にて相談・提出をお願い申し上げます。 

● 注 意 事 項 

 指導時間は約５０分注）となりますので、時間内に終わらない場合は再度ご予約を

お願いします。また決算書の作成に不安がある方は、１月中に予約を取るなど、 

早い日程でご来局いただくことをお勧めいたします。 

注）消費税簡易課税の方は、指導時間が約２５分となります。 

  ｅ－Ｔａｘ送信のための待機時間は含みません。 

 決算書類・確定申告書類は、わかる範囲をご記入してからお越し願います。 

 この期間は、記帳の相談・会計ソフト入力後の確認指導(決算修正を除く)・年末調

整指導・インボイス制度の相談などは行なっておりません。 

 来館者の接客対応を優先しているため、電話がつながりにくくなっています。 

また、電話でのご相談は行っておりません。 

 準会員Ｂの方はご予約できないため、申告指導が必要な場合は受付時にお申し出願

います。 

 当日の混雑状況により、集団指導になる可能性がございます。あらかじめご了承願

います。 

コピー・印刷代に１枚１１円かかりますので小銭をご持参願います 

所得税の申告納付期限は３月１６日まで／消費税の申告納付期限は３月３１日まで 

令和７年１月から、税務署では申告書等の控えに収受日付印の押なつを行いません 

申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。 

本年は「基礎控除の見直し」「給与所得控除の見直し」「特定親族特別

控除の創設」「扶養親族等の所得要件の改正」等、税制改正が多くあり

ますので、例年以上に下記項目にご注意・ご確認お願いいたします！ 

配偶者の方やお子様・親御さま等をご扶養される場合は、事前に所得の確認をお願いいたし

ます。 

扶養に入る合計所得
● ●

金額は５８万円以下です。（給料だけの場合は収入
● ●

１２３万円以下） 

申告指導会の際に、ご扶養される方の所得等に不明点等があると再度お越しいただく場合

や、申告後に扶養の範囲から外れていることがわかった場合、税額が大きく変わる可能性がご

ざいます。 

また、配偶者特別控除や※特定親族特別控除の適用を受ける場合にも所得金額がわかるよう

にお願いいたします。 

例年以上に慎重に所得金額の確認にご協力をよろしくお願い申し上げます。 
 

※【特定親族】：居住者と生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族（配偶者、青色事業専
従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で合計所得金額が 58 万
円超 123 万円以下の人をいいます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導会にお持ちいただきたい資料等のチェックリスト（お越しになる前に確認ください） 

● 所得の計算に必要な書類等 

 確認 説  明 

不
動
産
所
得 

事
業
所
得 

□ 帳簿等（出納帳、集計表、総勘定元帳、試算表等） 

□ 弥生の会計データ又はノートパソコン 

□ 帳簿に記帳のある預金通帳等 

□ 新たに取得した１０万円以上の資産の購入価格等、詳細がわかるもの（注文書等） 

□ 売掛金、買掛金、前払金、未払金（カード明細）等の金額がわかるもの 

□ 棚卸資産の年末の金額がわかるもの（棚卸表等） 

□ 事業用の借入金の元本と利息の内訳及び年末残高がわかるもの（返済予定表等） 

□ １月～１２月中に支払った給与に係る所得税源泉徴収簿と所得税徴収高計算書（納付書）【控】 

□ 青色申告決算書【控】 または 収支内訳書【控】≪令和５年・６年申告分≫ 

□ 所得税の申告書（第一表～第五表）【控】≪令和５年・６年申告分≫ 

□ 消費税の申告書【控】≪令和５年・６年申告分≫ 

□ 電子帳簿保存の申請書【控】（提出した方） 

□ 報酬等の支払調書【原本】 

 □ 
年間の貸付状況のわかるもの（管理会社発行の集計表等） 
⇒賃借人の氏名・住所・契約期間・月額賃貸料・敷金・権利金等及び退去者の内容のわかるもの 

給 与 所 得 □ 給与所得の源泉徴収票【原本】 

雑 所 得 

□ 公的年金等の源泉徴収票【原本】 

□ 個人年金型保険の支払明細書 

□ 事業以外で生じた報酬等の総収入金額と必要経費の金額がわかるもの 

一 時 所 得 □ 満期保険金等の支払明細書（書類が無い場合は、保険会社から取り寄せてください） 

譲渡所得＜総合＞ □ 譲渡した事業用の減価償却資産について譲渡価額等の詳細のわかるもの 

そ の 他 □ 国庫補助金決定通知書、その他に所得のある方は、その収入のわかるもの 
 

● 所得控除・税額控除の計算に必要な書類等 

 確認 説  明 

医 療 費 控 除 □ 
⇒事前に医療機関や薬局ごとの明細書を作成してください。また、高額療養費や医療保険などに
よる補てんがあった場合、その金額がわかるものをお持ちください。 

医療費控除は、医療費控除の明細書の添付のみで、領収書は 5 年間保存をしてください。 

社会保険料控除 

□ 
国民年金保険料の控除証明書【原本】 
⇒ない場合は、ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）等で再発行の手続きをしてください。 

□ 
国民健康保険・介護保険等の保険料（税）の１月～１２月中に支払った金額がわかるもの 
⇒金額がわからない場合は、事前にお電話等で市役所にご確認ください。 

生命保険料控除 □ 生命保険料控除証明書（一般・個人年金・医療介護）【原本】 

地震保険料控除 □ 地震保険料控除証明書【原本】 

小規模企業共済等 
掛 金 控 除 

□ 
小規模企業共済の掛金払込証明書【原本】 
⇒ない場合は、事前に共済相談室（☎050-5541-7171）または 
 自動発送サービス（☎042-567-3308）等で再発行の手続きをしてください。 

寄 附 金 控 除 □ 寄附金受領証明書等【原本】 

人 的 控 除 □ 
控除対象となる配偶者や扶養親族の収入及び所得がわかるもの（源泉徴収票等） 
個人番号（マイナンバー）カード又は、通知カード 

政党等特別控除 □ （都道府県選挙管理委員会等の確認印のある）寄附金（税額）控除のための書類【原本】 

予 定 納 税 □ 
予定納税額（第１期・第２期）がわかるもの（予定納税の通知書等） 
⇒前回申告時にｅ－Ｔａｘ送信等で申告された方は、予定納税額記載の申告書は送付されません 

 

 

 確認 説 明 

住宅借入金等 
特 別 控 除 

□ 住宅取得資金に係る借入金年末残高等証明書【原本】 

□ ≪前回申告時の≫（特定増改築等）住宅借入金等特別控除額の計算書【控】 

□ 給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金特別控除申告書＜お持ちの方のみ＞ 

□ 本年初めて住宅借入金等特別控除を受ける方は、各自必要書類をお持ちください 
 

● 消費税の計算に必要な書類等 

 確認 説 明 

手書き帳簿の方 □ 消費税月別集計表、帳簿等 

会計ソフトの方 □ 最新の会計ソフトおよびバージョンを使用して入力した会計データ又はノートパソコン 

共 通 

□ 消費税関係の届出【控】（インボイス申請書、簡易課税届出書等） 

□ 青色申告決算書【控】 または 収支内訳書【控】≪令和５年・６年・７年申告分≫ 

□ 所得税の申告書（第一表～第五表）【控】≪令和５年・６年・７年申告分≫ 

□ 消費税の申告書【控】≪令和５年・６年申告分≫ 
 

● その他のご持参いただくもの 

確認 説 明 

□ 

マイナンバーカード＜ある方＞ および マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号「半角英数字６桁以上
１６桁以下」と利用者証明用電子証明書の暗証番号「数字４桁」のわかるもの 

⇒マイナンバーカードを取得する際に設定したものです。 
※マイナンバーカードの電子証明書の有効期限（発行または更新から５年間）にご注意ください。 

□ マイナンバーカード＜ない方＞ マイナンバーがわかる書類 と 本人確認書類のコピー 

□ ｅ－Ｔａｘの利用者識別番号（数字 16 桁）と暗証番号のわかるもの＜ある方＞ 

□ ＵＳＢメモリー（前年以前にｅ－Ｔａｘ送信等で申告した方は、データの入っている物） 

□ 確定申告のお知らせ（税務署から送付される封書またはハガキ）＜ある方＞（下記桃色枠内参照） 

□ 
税務署から送付された決算書・申告書の用紙＜ある方＞ 
※青色申告会の全ての会員の皆様には、原則、平成２９年分以降は決算書・申告書の用紙は送付されません。 
 順次ｅ－Ｔａｘの本人送信又は代理送信への切り替えをお願いしております。 

□ 
申告書や申請書等のお控えを印刷し、お渡しする際にコピー代をいただいております。 

小銭のご用意をお願いいたします。 

 
◎ 上記のうち該当する書類等をご持参ください。お忘れになりますと、再度お越しいただく場合

がありますのでご注意ください。 
◎ 【原本】と書かれた書類の原本がない場合は、事前に発行元にお問合せいただき、再発行の依

頼をしてください。 
◎ 電話でのご相談・年末調整等のご指導はこの時期行っておりません。 

◎ 税務署より１月下旬頃送付される、『令和７年分確定申告
のお知らせ』の、封書 又は 左のはがきをご持参願い
ます。 

 ※ｅ－Ｔａｘをご利用された方は、左記の物は送付されませんので、メッ
セージボックスの確認をお願いいたします。メッセージボックスの確認に
はマイナンバーカードと暗証番号が必要です。 

 

◎ 土地建物等や株式等の譲渡所得・株の配当のある方は、本
会で決算書を作成後、税務署でご相談ください。 


